
２ 感 対 号 外 

令和２年６月８日 

新型コロナウイルス感染症対策本部員会議 構成員殿 

感染症対策局長 

新型コロナウイルス感染防止対策を実施する「安全・安心宣言施設」 

ＰＲステッカー・ポスターの周知について（依頼） 

 当局では、新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む事業者を支援するた

め、感染防止対策として取り組む項目を届け出た施設に対して、本県独自のＰＲ

ステッカー・ポスターを提供する予定です。 

※ 本日（６月８日（月））から受付を開始します。詳細については、別添の

記者発表資料を御参照ください。 

 この取組により、感染防止対策に取り組む施設を「安全・安心宣言施設」とし

て応援し、県内における感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立をめざし

たいと考えております。 

つきましては、この取組の趣旨を御理解いただき、所管する関係団体への周知

やメールマガジン・ＳＮＳによる情報発信など、県内事業者への周知に御協力い

ただきますようお願いします。 

担当：感染症対策課感染症対策調整グループ（古田） 

内線：５１９２ 


